
２０２１年３月２２日 

 

お客様  各位 

 

北空知信用金庫 

 

 

各種規定の改定について 

 

 

 当金庫では、紙使用削減による環境への配慮の取組みとして、下記規定を電子化するこ

とと致します。規定の電子化に伴い、２０２１年４月１５日より下記の規定を改定させて

いただくことになりましたのでご案内いたします。 

 なお、改定後の規定は改定前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただき

ます。 

 

 

１．対象となる預金関連規定 

キャッシュカード規定（個人用）、キャッシュカード規定（法人用）、デビットカード取

引規定、しんきんテレホンバンキングサービス規定、Pay-easy（ペイジー）口座振替受付

サービス規定、譲渡性預金規定、財産形成積立定期預金規定（一般財形）、財産形成住宅

預金規定（住宅財形）、財産形成年金預金規定（財形年金）、振込規定、代金取立規定 

 

 

２．主な改定内容 

以下の条項を新設・変更致します。 

「規定の変更等」条項を新設・変更 

（規定の変更等） 

（１）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相

当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公

表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるもの

とします。 

 

 

                                    以 上 


